




















































































【2017年度第2回契約監視委員会】競争性のない随意契約の個別点検対象契約リスト（2016年度契約） （敬称略）

番号 主管部
本邦/

在外
調達種別 契約件名 契約金額（円） 契約締結日 契約完了日

契約

期間

（月）

契約相手先 随意契約理由 委員選定理由 選定委員

1

社会基盤・平和構

築部

運輸交通・情報通

信グループ第二

チーム

本邦
コンサルタント

等契約
ミャンマー国郵便サービス能力向上プロジェクト業務実施契約 347,156,280 2016/6/9 2019/5/31 35

共同企業体代表者　株式会社JP

メディアダイレクト

構成員　日本郵便株式会社

本技術協力プロジェクトは、わが国の郵便業務に関する知見をミャンマー郵便に移転するものである。わが国の郵便業務は、

「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供する」ため、郵便法により日本郵便株式会社が独占して実施するこ

とが定められている。

　このため、郵便事業に関する知見は日本郵便株式会社とその契約委託先にしかないため、同社及びそのグループ企業以

外の者が本業務を実施することは極めて困難である。このことから、日本郵便株式会社に本事業実施の打診を行ったとこ

ろ、本案件の実施体制として同社及びその子会社である株式会社ＪＰメディアダイレクトによる共同企業体が適切であるとのこ

とであった。

　株式会社ＪＰメディアダイレクトに関しては、日本郵便株式会社の子会社で、郵便技術を活用してマーケティングの観点から

サービスを発展させることに特化した業務を実施しており、マーケティングやサービス向上の分野についてはこの社が実施す

ることが適当であるとの回答であった。

　なお、上記2社は、総務省「ミャンマー国郵便送達品質に関する現状調査」（2014）及び「日本型郵便インフラシステムのミャ

ンマー連邦共和国への導入による同国の郵便業務改善の効果・可能性に関する調査研究」（2015）、当機構民間技術普及促

進事業「ミャンマー国郵便事業の改善及び高度配送ネットワーク普及促進事業」を実施し、今回と同様に業務を分担して行っ

てきた。日本郵便株式会社と株式会社JPメディアダイレクトが共同企業体を結成することで、同調査研究及び事業の試験に

基づき、本プロジェクトを効率的に実施することが可能である。

　以上、郵便の技術の独占状況、ミャンマーの郵便事業に関する実績より、本プロジェクトを実施できるのは上記の2社の共

同企業体をおいて他にないと判断されることから特命随意契約とするものである。

本邦のコンサルタント等契約で金額が最も大きいため。（不破）

契約金額・ＭＭが最大。金額の妥当性の検討・検証方法や、ＪＰメ

ディアダイレクトを本事業で特命とする理由（本事業を唯一委託でき

る日本郵政株式会社からの提案？ということでしょうか？）について、

説明願います。（乾）

不破（１）、

乾（１）

2

産業開発・公共政

策部

資源・エネルギー

グループ第二チー

ム

本邦
コンサルタント

等契約
ジブチ国電力供給改善計画（その２）業務実施契約 64,912,320 2016/5/12 2017/2/28 9

共同企業体代表者　八千代エン

ジニヤリング株式会社

構成員　西日本技術開発株式会

社

本追加調査の実施に当たっては、協力準備調査（その１）実施で得られた基礎データ、需要予測・電力潮流解析の解析過程

が必要となるが、これらのデータは成果品とはなっていないため、八千代エンジニヤリング株式会社のみが所有している。

従って本調査を同社以外が実施することは困難である。仮に同社以外が本調査を実施する場合には、上記データ等を直接

活用することができず、基礎データの収集・調査や、需要予測・潮流解析等、（その１）で実施した調査の一部を再度実施する

必要が生じる。そのため、本案件の継続業務を競争に付す場合は、当該作業分の業務量（M/M）を上乗せした積算条件とす

る必要

があり、結果的にJICAにとって不経済な契約締結となる恐れがある。（他方、八千代エンジニヤリング株式会社との特命随意

契約とする場合には、同社の責任にて実施した調査等を活用するので、再調査分の積算は不要）。また、このタイミングで八

千代エンジニヤリング株式会社以外の会社が本調査を実施する場合は、八千代エンジニヤリング株式会社が実施した場合

と比較して、これまでの調査との一貫性を損なうリスクや、調査実施により多くの時間を要するリスクを抱えるため、同社が引

き続き補完的な調査を実施する事が効率的かつ有効と考えられる。

協力準備調査（その１）実施で得られた基礎データ等が「成果品と

なっていない」理由、およびこの点に改善の余地がないのかを確認し

たい。

中久保（１）

3
横浜国際センター

市民参加協力課
本邦 各種業務委託

2016年度JICA横浜開発教育支援業務（教師海外研修及び開発教

育教員セミナー）
7,822,035 2016/5/10 2017/3/20 10

公益社団法人青年海外協力協会 入札が不調に終わり、不落随意契約のための契約交渉も不調に終わり、委託業務の開始予定日を考えると再入札は困難で

あるため。

不調に終わり、再入札が困難であることから。

不調となった理由及び講ずべき対策をご教示ください。
関口（１）

4

人間開発部

基礎教育グループ

基礎教育第二チー

ム

本邦
コンサルタント

等契約

エジプト国基礎教育分野に係る情報収集・確認調査（その２）業務実

施契約
26,888,760 2016/11/4 2017/2/28 3

株式会社パデコ

本業務は、当初の調査において実施した業務の内、先方の次期技術協力の準備活動支援にかかる業務を継続するものであ

る。先方が当初契約の履行期限後に急遽活動継続の意向を示したため、本業務の再開が必要となったものである。

　本業務の実施に当たっては調査再開当初からエジプト側の検討状況を即座に把握し、適切な助言を行っていくなど、時間と

内容の両面からこれまでの調査との連続性を維持する必要がある。そのためには、当初調査の経緯・成果を十分に理解する

のみならず、エジプト側関係者と随時情報入手・協議可能なネットワークを持ち、本調査を遂行するに必要な関連の法令や政

策文書、統計に通じ、右を踏まえた先方の意向・事情理解が求められる。また、支援対象地域における広範囲にわたる調査

を効果的かつ効率的に実施するための人的リソースを持ち、さらにはJICAにおいても前例のない途上国における「日本式教

育の導入」に関する理解も求められる。

　また、本年2月に締結されたEJEPの中でも基礎教育セクター支援は中心的な位置づけにあり、本調査の再開が遅れ、技術

協力プロジェクト及びセクターローンの方向性検討に支障が生じた場合、同パートナーシップ全体の運営に支障を来すことが

懸念される。

当初の調査からコンサルタントが変わった場合、選定手続きに係る時間に加え、これらの知見やリソースを構築するための時

間・コストが追加的に必要となり、これまでの調査との連続性・継続性を維持することは出来ない。

以上により、効率的かつ適切なタイミングで本業務に求めらる情報収集、状況分析および技術的提案を行うためには、本契

約相手方との契約が不可欠である。

具体的な業務内容と理由の記載内容について補足説明を求めたい

ため。
木村（１）

5

人間開発部

高等教育・社会保

障グループ高等・

技術教育チーム

本邦
コンサルタント

等契約

エジプト国エジプト日本科学技術大学プロジェクトフェーズ２

①材料工学、化学・石油化学工学専攻支援業務実施契約

②エネルギー資源工学・環境工学専攻支援業務実施契約

③コンピュータ・情報工学、メカトロ・ロボティクス工学専攻支援業務

実施契約

④電子通信工学専攻支援（第4・5年目）業務実施契約

⑤経営工学専攻支援業務実施契約

①287,928,000

②222,315,840

③216,385,560

④140,594,400

⑤130,334,400

①2017/ 3/ 6

②2017/ 2/14

③2017/ 2/21

④2017/ 3/ 1

⑤2017/2/10

①2019/ 3/15

②2019/ 2/28

③2019/ 2/28

④2019/ 2/28

⑤2019/ 2/28

24

①国立大学法人京都大学

②国立大学法人東京工業大学

③学校法人早稲田大学

④国立大学法人九州大学

⑤国立大学法人東京工業大学

本技術協力プロジェクトフェーズ１及びフェーズ2は、日エジプト両政府の高い政治的なコミットメントを得て開始されており、特

にフェーズ1構想段階から、エジプト政府より、12の日本側大学からの支援が必要として、重ねての要請があった。これに対応

するため、同12大学の学長に対し、外務省中東アフリカ局長、及び文部科学省大臣官房長官より、E-JUSTの協力依頼文書

が発出されている。また、2009年3月にはこの12大学等から構成される国内支援委員会を設置し、同12大学のなかからE-

JUST工学系大学院専攻運営を支援する専攻幹事大学４大学（九州大学、京都大学、東京工業大学、早稲田大学）を決定し

た。各専攻幹事大学がフェーズ１から現在に至るまで継続的に各専攻支援に従事しており、今次契約もフェーズ2における実

質的な継続契約の位置づけであることを踏まえると、現時点で契約相手先を変えることは、技術協力プロジェクト及びE-JUST

の大学運営に負の影響を及ぼすことが懸念される。かかる経緯から、現時点において専攻幹事大学４大学以外の大学等の

組織・機関に対し、専攻支援を呼びかけることは現実的に困難である。

本プロジェクトの全体像の説明（特に専攻大学決定方法）。フェーズ２

を実施する大学の特命理由が、①～⑤とも同じであるのかどうか？

契約金額の妥当性の検証。成果品・成果の質の検討・検証方法。新

規に本プロジェクトの参加を希望する大学がある場合の対応等をお

伺いしたい。

乾（２）

6

インド事務所

(民間連携事業部

計画・監理課）

在外 各種業務委託 SARA Fund訴訟対応及び税務調査に係る弁護士事務所雇用契約 1,043,331 2016/7/11 2017/3/31 8
PDS Legal

SARAファンドについては、インド税務当局との係争が所得税裁判所の判決が下り、JICAが勝訴した。しかし、今後税務当局

がデリー高等裁判所に上訴する可能性が高く、高等裁判所ではこれまで業務を委託してきたコンサルタント会社(Eranst &

Young)では対応ができない。PDS LegalはこれまでもE&Yのパートナーとして本件に関わってきており、複雑な経緯を十分に理

解している。また、高等裁判所でも一貫した対応が必要なため、同社と特命随意契約を結ぶことが妥当と判断した。

「インド税務当局との係争」を原因とする弁護士事務所雇用契約との

ことですので、どのような事情でインド税務当局と係争になっているの

かを確認したく選定しました。（不破）

不破（２）

7
カンボジア事務所

（研究所）
在外

ローカルコンサ

ルタント

Consulting Service for Empirical Study on the Promotion of Home

Currency in Cambodia, Phase 2
56,642,709 2017/1/26 2018/1/31 12

BD Link Cambodia Co., Ltd 2014-15年の第1次調査で構築された相手国政府機関との人的ネットワークが必要、かつ同じ手段・方法による調査を行うた

め、前回と同じコンサルタントと契約する

「第1次調査で構築された人的ネットワークが必要」の具体的意味、

及び「同じ手段・方法による調査を行うため」との理由が、特命随意

契約とする合理的理由といえるのかを確認したい。（中久保）

中久保（３）

8
中東・欧州部

中東第一課
本邦 各種業務委託

第二期大エジプト博物館建設事業実施促進支援業務（第二の太陽

の船復原に係る技術支援業務委託契約）
131,396,764 2016/7/1 2020/3/31 45

特定非営利活動法人太陽の船復

原研究所

エジプトの古文化財保護法に基づき、本作業の対象となる発掘品を復元できるのが契約相手方だけに限定されている。ま

た、本復元作業を第一期に続き継続して完了させなければ、円借款事業で建設するエジプト大博物館での展示物に影響が生

じるため。

理由の記載内容と実際の事業の状況について補足説明を求めたい

ため。
木村（２）

9

エジプト事務所（中

東・欧州部

中東第一課）

在外
ローカルコンサ

ルタント
シニア・アドバイザー（教育）契約 12,654,659 2016/4/14 2017/3/30 11

個人
政治状況等に鑑み、唯一の必要最低限の条件を満たす契約相手方となる為。

在外のローカルコンサルタントで契約相手方が個人の案件のうち金

額が最も大きいため。(不破）

必要最低限の条件とは何か、しっかり述べてほしい(関口）

具体的な業務内容について補足説明を求めたいため（木村）

「随意契約詳細理由」の記載に全く具体性がなく、最も分かりにくいの

で、内容を確認したい。（中久保）

不破（4）、

関口（３）、

木村（３）、

中久保（５）

10
モザンビーク事務

所

（安全管理部）

在外 各種業務委託 2016年度安全対策クラークとの契約 1,768,931 2016/4/1 2017/3/31 12
個人 契約相手方は、現役の警察高官であり、モザンビーク内務省、警察との太い人脈、影響力があり、有事の際の迅速な対応が

可能である唯一の契約相手方であるため。

契約相手先が「現役の警察高官」との説明がありました。2016年第2

回委員会で審議したタイにおける案件と類似するものとして既に対応

済みであろうと思われますが、状況を確認したく選定しました。(不破）

前年度の委員会において、現役の警察の方との契約について見直し

をかけましたが、この件は問題ないのでしょうか？(関口）

関口（２）、不

破（5）

11
情報システム室シ

ステム第二課
本邦

システム関連

（開発・運用・

保守）

①新有償資金協力システムにおける仕様変更・追加開発対応業務

②2016年度有償資金協力システムに係る保守業務

③2016年度有償資金協力システムに係る運用業務

④2016年度有償資金協力システム再リース機器保守契約

①669,133,872

②254,249,280

③104,849,510

④　92,404,048

①2016/10/6

②2016/ 4/ 1

③2016/ 4/ 1

④2016/ 4/ 1

①2017/12/28

②2017/ 3/31

③2017/ 3/31

④2017/ 3/31

14

12

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

現在開発中のシステムへの仕様追加であるため、同システム開発受注者しか担えない。

有償資金協力システムの開発を担当した社以外の業務実施は不可能。

システム開発費用と変更・追加・保守・運用・再リース機器保守等の

契約金額の比較。追加・保守・運用業務等が基本的に特命となるな

ら、システム開発業者選定をする際、追加・保守・運用等の全体を見

据えた選定、価格設定、交渉となっているかどうかを知りたいと思い

ます。（乾）

乾（３）

選定件数内訳：コンサルタント等契約：4件、各種業務委託：4件、ロー カルコンサルタント：2件、システム 関連（開発・運用・保守）：1件



2013 12
2014

2014 4



4

JP

2013

2014 JICA



2015 11

JP

2



2011 8
JICA 2013 7

2015 2

1 659 3210

E/N 2015 3



63MVA230/63kV
63kV 23km

3,115
550 m2

230/63kV 63MVA 1 230kV
1 63kV 3 230 kV

1 63 kV 1
63 kV 47 15.8 km 63kV

7.4 km



M/M
JICA



JICA

JICA



10
6 7 4 5 8 2

8 2 4 5

40 1 1 15 2 1 50 1 2
30 2 1

2
JOCA YNN 2

YNN JOCA
3
23

JOCA
JOCA

JOCA

23 2
2016

2 2016



2015 8 2016 7

2

R/D 11
9

10





4 5

287,928,000
222,315,840
216,385,560
140,594,400
130,334,400
2017 3 6 2019 3 15
2017 2 14 2019 2 28
2017 2 21 2019 2 28
2017 3 1 2019 2 28
2017 2 10 2019 2 28



12

E-JUST

E-JUST: Egypt-Japan University of Science and 
Technology

2010 2
JICA

2008 8 2014 1
E-JUST 2014 2

E-JUST
12 E-JUST

2009 3 12

E-JUST
E-JUST

E-JUST

E-JUST
E-JUST

2 20 40



E-JUST

E-JUST 2009

12

12 E-JUST
2009 3 12

E-JUST

E-JUST 4

E-JUST
2014 8

5 3 4
2017 E-JUST

2016 7

E-JUST
4

E-JUST



エジプト日本科学技術大学（E-JUST）プロジェクトフェーズ２（技術協力プロジェクト） 

案件概要 

E-JUSTが、少人数、大学院・研究中心、実践的かつ国際水準の教育を提供し、かつ産業界と

の共同研究を促進することにより、エジプト及び中東・アフリカ地域の産業及び社会の発展に
貢献する人材を育成する場となることを支援。具体的には、工学系大学院専攻運営支援、工
学部及び国際ビジネス人文学部開設・運営支援、産学連携支援、大学運営能力強化支援、
アフリカ・中東地域からの留学生の受入支援等の活動を実施。 

協力期間 

2014年2月 ～ 2019年1月（計5年間） 

対象地域 

エジプト・アラブ共和国 アレキサンドリア県 ニュー・ボルグ・エル・アラブ市 

投入（日本側） 

１）専門家：長期専門家9名、短期専門家1名 
   業務実施契約による派遣教員年間100名 
   程度 
２）国内支援体制：国内支援大学15校 
３）機材供与：工学系大学院向け教育・ 
   研究用機材 
４）アフリカ・中東諸国からの留学生の受入 
５）本邦研修 

投入（エジプト側） 

１）教職員の配置 
   教員38名、職員162名 
２）新校舎建設 
      講義棟、研究施設、事務棟、図書館、等 
３）奨学金 
４）機材 
５）機材・施設維持管理費用 



エジプト日本科学技術大学（E-JUST）プロジェクトフェーズ２（実施体制） 

理事会 

学長 副学長（教育・教務担当） 

副学長（研究担当） 

副学長（国際・地域連携担当） 

事務局長 

国際・地域連携課 

教務課 
学生課 

技術部 

総務課 財務課 

調達課 人事課 

広報課 施設課 

研究推進課 

材料工学科 

コンピュータ・ 
情報工学科 

物理専攻 

生物専攻 
電気電子工学専攻 

経営工学専攻 

材料工学専攻 
化学専攻 

エネルギー・ 
資源工学専攻 

メカトロ・ロボティクス
工学専攻 

環境工学専攻 

コンピュータ・ 
情報工学専攻 

化学・石油化学専攻 数学専攻 

基礎・応用科学 
学類 

電気・電子・情報学類 創造理工学類 
エネルギー・化学・環境

工学類 

メカトロニクス学科 

経営工学科 

化学・石油工学科 

エネルギー・ 
資源工学科 

電気電子通信学科 

電気エネルギー学科 

工学研究科 

工学部 

国際ビジネス・ 
人文学部 

国際ビジネス学類 人文学類 

会計・情報学科 

人的資源管理学科 

国際ビジネス・人文学ＷＧ 
幹事大学 

広島大学 早稲田大学 筑波大学 

立命館大学 大阪大学 

工学教育・研究ＷＧ 

幹事大学 

東京工業 
大学 

早稲田大学 

立命館ＡＰＵ 

京都大学 九州大学 

北海道大学 東北大学 

立命館大学 大阪大学 
京都工芸 
繊維大学 

名古屋大学 

東京大学 慶応大学 

大学戦略・組織運営ＷＧ 
東京工業 
大学 

京都大学 早稲田大学 九州大学 

立命館大学 大阪大学 筑波大学 

国内支援委員会 

ＪＩＣＡ専門家チーム 
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案件概要シート 

１．基礎情報 

項目 概 要 

（１）契約件名 シニア・アドバイザー（教育） 

（２）契約金額 12,654,659 円 

（３）履行期間 2016年 4月 14日～2017年 3月 30日 

（４）契約相手名称 個人(Ａ) 

（５）担当部署 エジプト事務所（中東・欧州部 中東第一課） 

 

 

《随意契約理由》  

◎ 現アドバイザーは高等教育大臣経験者であり、また、これまでもエジプトにおけ

る JICAの教育分野の支援に関わっていたため JICA支援に対する理解も深く、上

記に該当する余人をもって代え難い人物であることから、特命随意契約により本

業務を委託するに至った。 

《要約》 

・ 2016 年 2 月に日エ両国政府が合意したエジプト教育セクターへの包括的な支援の

実現のため、エジプト国内のハイレベルを含む多様な関係者への働きかけや連携

が必須であり、豊富なネットワークを有し且つ実務能力の高い人物を JICAアドバ

イザーとして雇用したもの。 

 

２．背景・経緯  

（１）2009 年、二国間協定に基づきエジプト日本科学技術大学（E-JUST）の設立に係る協

力枠組みに合意、JICA は同協定のもと E-JUST 設立・運営実施を支援している。実施

にあたり最高意思決定機関である理事会メンバー（大統領アドバイザーが議長、関係

省庁高官、早大元総長、在エジプト日本大使、JICA理事）などのハイレベル層への働

きかけが重要且つ大学設立のための法令の制定や組織強化など関係者との連携が不可

欠な事業である。2014年 9月には同事業の実施促進に向けた課題分析と助言を受ける

ため、A 氏とアドバイザリー契約を締結（～2015 年 3 月、その後同 4 月に 1 年間の契

約）。 

（２）2016 年 2 月のエジプト・エルシーシ大統領訪日時にエジプト・日本教育パートナー

シップ（EJEP)が発表され、エジプト教育セクターに対し日本が JICA を通じて、就学

前教育から高等教育（E-JUST含）まで、包括的な支援していくことが合意された。ま

た、これら支援は両国が実施していく共同イニシアティブであり、従来以上に日本側

が主体的に関与していくことが求められている。また、アラブの春以降、エジプトの

行政は極めて脆弱な状況が続いている。 

（３）EJEP の円滑な実施のため、エ側政府高官をはじめ日エ双方のハイレベルを含む多様

な関係者との緊密な連携・調整が不可欠である。EJEPの実施促進に向けた助言・支援
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を目的とし、本契約において、大臣クラスを含む政府高官や教育関係者などエジプト

側との豊富な人的ネットワークを有し、日本の教育分野支援に関して理解を有する A

元高等教育大臣にアドバイザリー業務を 2016年度より委託したもの。 

 

３．業務内容 

（１）EJEP の運営委員会及び２つの分科会におけるエジプト側ハイレベルを含む多様な関

係者への働きかけ・調整業務 

（２）EJEPの枠組みで実施する以下６案件の JICA事業に関連するアドバイザリー業務及び

エジプトのハイレベル及び関連省庁への働きかけ・調整含む実施促進 

  （ア）就学前の教育と保育の質向上プロジェクト（技プロ） 

  （イ）学びの質向上のための環境整備プロジェクト（技プロ） 

  （ウ）技術教育改善プロジェクト（技プロ） 

  （エ）エジプト日本科学技術大学（E-JUST）プロジェクト（技プロ及び無償） 

  （オ）エジプト日本学校支援プログラム（有償） 

  （カ）人材育成事業（留学生借款）（有償） 

（３）エジプトの職業訓練や技術教育、高等教育に関する戦略的なアドバイザリー業務 

  

４．特命随意契約の理由 

 以下の理由から、余人をもって代え難い人物であり特命随意契約を行うことが適切と判断。 

（１）約 6 年間高等教育大臣を務めた人物で、長年大学で教鞭をとりながら UNESCO 関連業

務へも従事するなど 40 年以上のキャリアを通じて構築したエジプト側の政府高官や

国内外の教育関係者との人的ネットワークを有している。 

（２）E-JUSTの案件形成時に、大臣として E-JUST設立や立ち上げ（2005～2011年）に関与

し、大学設立プロセスに加え JICAや ODA事業スキーム等に精通している。 

（３）特に、2011 年、2013 年の 2 度の政変によりエジプトの政治・行政を取りまく環境が

極めて不安定となり、行政機構の脆弱さや政府機関の実施能力の低下が引き続き深刻

な状況にある。こうした状況下、JICA事業の円滑な実施のためには、ハイレベルな人

的ネットワークを有する大臣経験者且つ実務能力の高い人材の関与が不可欠。 

（４）本アドバイザリー業務では、大統領顧問、各大臣や日本側大学関係者（総長等幹部ク

ラス）と綿密なコミュニケーションが必須であり、円滑な事業運営のためには、エジ

プト側ハイレベルへの日常的なコンタクトが必要不可欠。それを踏まえ、本業務では

上記ハイレベルに直接コンタクトできるエジプト政府内での経験やそれに基づくネッ

トワークを有し、教育分野に係る高い専門性と幅広い知見を有することが必要最低限

の条件であり、本アドバイザーはエジプト国内では唯一無二の存在。なお、同氏相当

の人物をエジプト国内で見つけることは極めて困難である。 

以 上 
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案件概要シート 

１．基礎情報 

項目 概 要 

（１）契約件名 2016年度安全対策クラークとの契約 

（２）契約金額 1,768,931円 

（３）履行期間 2016年 4月 1日～2017年 3月 31日 

（４）契約相手名称 個人（B） 

（５）担当部署 モザンビーク事務所（安全管理部） 

 

 

《随意契約理由》  

◎ JICA関係者の安全確保のため、モザンビークの治安情勢の把握及び JICAへの

安全対策措置に関する適時適切なアドバイスが可能な、モザンビーク治安当

局である警察主任警視に安全対策アドバイザー業務を委託する必要がある。

現アドバイザーは、警察内外の広範なネットワークを有しており、本業務を

遂行可能であり信頼に足る人物であることから、本業務を委託している。 

 現アドバイザーは、2008 年 12 月から安全対策アドバイザー業務を実施。モ

ザンビーク内務省、警察当局とのネットワークから高い情報収集力を有しており、前年

度の業務遂行状況が良好であったことから、特命随意契約を実施した。 

 

 

２．背景・経緯  

（１）モザンビークでは、所得格差の拡大により、貧困層による強盗等一般犯罪が多

発している状況にある。また、政府与党フレリモ党と最大野党レナモ党間の長

年の抗争により、ゲリラによる襲撃事件が局地的に発生し、一般市民への被害

も甚大である。さらに近年富裕層、外国人を狙う誘拐事件、組織犯罪が増加傾

向にある。 

（２）さらにモザンビークは、JICA 関係者あたりの被害者数で算出された犯罪遭遇

率において常に上位を占めるほど一般犯罪被害が多いため、関係者への適時適

切な情報と指導の提供は、事務所業務の最優先課題の一つである。 

（３）こうした複雑な政治、経済、社会情勢を分析し、かつ劣悪な交通事情や、周辺

国を含む国際的な犯罪情勢までをも加味した、JICA 関係者にとって必要な安

全対策情報の収集と緊急時支援は、事業実施上不可欠である。以上から、安全

対策アドバイザー業務は非常に重要であり、適切な選定が求められる。 

 

３．業務内容 

（１）JICA モザンビーク事務所との緊密な連係調整の下、JICA 職員、専門家、ボラ

ンティア、調査団等関係者に対し、求めに応じて必要な安全情報や対策を指導
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し提供する。 

（２）緊急時（重大事件、テロ・騒擾、災害時等）には直ちに適切に対応し、JICA

関係者の被害を最小限に止めるよう行動する。 

（３）治安状況を分析し、安全情報を収集する。特定の不安要素が察知された場合は

迅速に JICA 事務所に情報を提供する。 

（４）分析、収集した治安状況、安全情報について取りまとめ、JICA 事務所に対し

定期報告（月次報告を提出する）し、もって事務所と定期協議する。 

（５）新規赴任者や訪問者に対し、求めに応じて安全対策情報を提供し、必要な対策

について指導する。 

（６）関係者の住居安全確認を実施する。さらに滞在中の関係者住居（宿泊先を含む）

を巡回して住居防犯に関する指導を実施する。 

（７）JICA 関係者による安全対策連絡協議会に参加し、直近の安全対策情報につい

て講義する。また防犯対策について適切な指導を行う。 

  

４．特命随意契約の理由 

（１）モザンビークにおいて JICA 関係者の実情に沿った適切な安全対策措置を講じ

るためには、JICA 関係者の生活形態・実情等を熟知していることが望ましい。

B 氏は JICA 安全対策アドバイザーとしての経験も長く、JICA 事業、関係者の

状況を熟知しており、これまでにニーズに合致した的確な情報をタイムリーに

提供してきている（大統領選挙前後の安全対策情報の提供、誘拐対策など）。 

（２）モザンビークでは政府与党と最大野党レナモ党間の抗争が局地的に発生し、一

般市民への被害も甚大である。さらに富裕層、外国人を狙う誘拐事件、組織犯

罪が多発している。こうした複雑な治安情報を適時適切に提供できる人材は非

常に限られている。 

（３）警察高官である同氏は、モザンビーク内務省、警察当局との広い人脈による高

い情報収集力を有している。なお過去に民間コンサルタントを試用した経験で

は、同様の情報収集・コンサルテーションの提供は非常に困難であった。 

（４）当該業務においては犯罪被害状況など関係者個人の機微な情報を扱う場合もあ

る。同氏は、外部に情報が洩れることがないよう細心の注意を払いつつ、業務

を履行しており、JICA 関係者からの信頼も厚い。 

（５）緊急時対応について、同氏は休日、夜間、地方であっても関係者が犯罪被害な

どに巻き込まれた際には、迅速かつ的確な対応（現場に直接赴く、または電話

で所管警察当局との調整を行うといった対応）を取ってきており、当事務所の

安全対策に十分貢献してきた。 

（６）なお本件については、公務員との契約に当たり、所属官庁の許可があるため契

約上の問題はないことにつき、顧問弁護士から法的見解を得ている。昨年度契

約監視委員会で懸案とされた「兼職禁止」「職務専念義務」「収賄禁止」等の事

項について顧問弁護士による法律意見書（Legal Opinion）によれば、『「兼職禁
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止」「職務専念義務」「収賄禁止」は、公務員の禁止事項に含まれる一方、例外

事項も規定されており、その一部として「公務勤務時間（07:30-15:00）外」「職

場外」での「行動の自由」と見做されるため「職務専念義務」「収賄禁止」に

ついては、これら例外規定が適用可能と認められる』とのこと。さらに『「兼

職禁止」については、「公務員であることの公正さに疑念の余地がないと上長

が認めること」があれば例外と見做される』とのこと。結論として「上長の承

認があれば、法解釈の上において、JICA が候補者（現職公務員）と安全対策

アドバイザー業務委嘱契約を締結することが可能である」との見解を得たもの。 

 

以上 












